
1 令和6年11月1日（金曜日） （第18178号）東　京　都　公　報

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

国
土
調
査
指
定
年
月
日　

令
和
六
年
十
月
十
七
日

二　

調
査
を
行
う
者
の
名
称　

中
央
区

三　

調
査
地
域　
　
　
　
　
　

中
央
区
新
川
二
丁
目
の
一
部

四　

調
査
期
間　
　
　
　
　
　

�

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
九
十
号
南
田

中
の
森
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

練
馬
区
南
田
中
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

目

次

○
都
立
公
園
施
設
に
係
る
写
真
撮
影
の
た
め
の
臨
時
的
な
占

　

用
及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
委
託
…（
同
）…	

四

規
　
　
　
程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
地
下
高
速
電
車
係
員
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

四

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

世
田
谷
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
十
二
月
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

告
　
　
　
示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…	

一

○
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…	
一

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）…	

二

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	

二

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…	

二

○
指
定
管
理
者
の
指
定
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
管
理
課
）…	

三

○
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
九
号
（
都
立
公
園
の

　

有
料
公
園
の
使
用
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
改
正
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…	

三

○
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
八
号
（
都
立
公
園
及

　

び
公
園
施
設
に
係
る
写
真
撮
影
の
た
め
の
臨
時
的
な
占
用

　

及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の
一

　

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

三

○
都
立
公
園
の
有
料
施
設
の
使
用
料
の
徴
収
委
託
…
…
…（
同
）…	

四

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
十

月
十
八
日

小
金
井
市
貫
井

南
町
三
丁
目
四

百
九
十
二
番
二

十
九
及
び
同
番

三
十
の
各
一
部

延
長

　

一
二
・
三
六

幅
員

　
　

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
立
川
市
若
葉
町

四
丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

大
田
区
平
和
島
一
丁
目
一
番
一
の
一
部
及

び
同
番
二

令
和
六
年
十
月
十

七
日

二　

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

日
比
谷
公
園
大
音
楽
堂　

東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
番

五
号

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
南
部
パ
ー
ク
ス
グ
ル
ー
プ　

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町
二

丁
目
四
十
四
番
一
号　

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会
内

三　

指
定
の
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
九
月
三
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
九
号
（
都
立
公
園
の
有
料
施

設
の
使
用
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

二
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
同
年
九
月
三
十
日
」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
一
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
八
号
（
都
立
公
園
及
び
公
園

施
設
に
係
る
写
真
撮
影
の
た
め
の
臨
時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占

用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
委
託
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別　図
51度2分38秒

起点

立川市若葉町四丁目11番19

15番1
13番5

13番3

13番2

13番1

13番4

起 点

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18

-30266.744 -36163.083
-30282.384 -36150.618
-30288.617 -36158.438
-30296.437 -36152.205
-30290.205 -36144.385
-30298.025 -36138.152
-30291.792 -36130.332
-30283.972 -36136.565
-30366.819 -36096.112
-30373.051 -36103.932
-30380.871 -36097.699
-30382.424 -36096.462

-30374.639 -36089.879
-30379.284 -36111.752
-30385.516 -36119.572
-30393.336 -36113.340
-30391.710 -36111.300

-30383.834 -36108.126

【格子の回転角度（51度2分38秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向

に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線

により構成されている格子を、起点を中心として、右回

りに回転させた角度を示す。

【起点】

起点は、座標(X,Y)＝(-30266.744,-36163.083）とする。

※座標は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定により、

【凡例】

形質変更時要届出区域

単位区画
調査範囲
敷地境界
筆境界

1
2

3
4

5

6

7

8

9

11

10

12
13

14

15 16

18

世界測地系座標計算によって作成した。

17

17

19

19

-30384.146 -36110.707

-30382.941 -36100.297

真北
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「
整
備
区

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
長

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
指
導

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
補

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
十
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
長
）

第
二
十
五
条
の
二
十
一　

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
長
は
、
車
両
検
修
場

長
の
命
を
受
け
、
所
属
係
員
を
指
揮
監
督
し
て
、
車
両
技
術
セ
ン

タ
ー
に
関
す
る
業
務
を
処
理
し
、
車
両
検
修
場
長
が
不
在
の
と
き

は
、
そ
の
関
係
職
務
を
代
行
す
る
。

（
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
）

第
二
十
五
条
の
二
十
二　

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
は
、
車
両
技
術

セ
ン
タ
ー
長
の
指
揮
を
受
け
、
こ
れ
を
補
佐
し
て
所
属
係
員
を
指

導
し
、
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
長
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
関
係
職

務
を
代
行
す
る
。

（
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
指
導
）

第
二
十
五
条
の
二
十
三　

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
指
導
は
、
車
両
技
術

セ
ン
タ
ー
長
の
指
揮
を
受
け
、
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
の
指
導
に
従

事
し
、
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
を
補
佐
す
る
。

（
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
補
）

第
二
十
五
条
の
二
十
四　

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
助
役
補
は
、
車
両
技

術
セ
ン
タ
ー
長
の
指
揮
を
受
け
、
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
の
指
導
に

従
事
し
、
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
指
導
を
補
佐
す
る
。

（
車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
五
条
の
二
十
五　

車
両
技
術
セ
ン
タ
ー
は
、
車
両
技
術
セ
ン

タ
ー
長
の
指
揮
を
受
け
、
車
両
の
保
守
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従

事
す
る
。

臨
時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
の
事
務

に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年

政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

委
託
し
た
相
手
方

㈠　

名
称

東
京
南
部
パ
ー
ク
ス
グ
ル
ー
プ

㈡　

所
在
地

新
宿
区
歌
舞
伎
町
二
丁
目
四
十
四
番
一
号　

公
益

財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会
内

二　

委
託
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

三　

委
託
施
設

日
比
谷
公
園
の
大
音
楽
堂

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
四
号

東
京
都
交
通
局
地
下
高
速
電
車
係
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
地
下
高
速
電
車
係
員
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
地
下
高
速
電
車
係
員
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通

局
規
程
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
五
条
の
十
六
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
五
」

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
整
備
区
」
を

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

二
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
同
年
九
月
三
十
日
」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
二
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
十
九
条
に
規
定
す
る
都
立
公
園
の
有
料
施
設
の
使
用
に
係
る
使
用

料
（
予
納
金
を
含
む
。
）
の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五

十
八
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
委
託
し
た

の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

委
託
し
た
相
手
方

㈠　

名
称

東
京
南
部
パ
ー
ク
ス
グ
ル
ー
プ

㈡　

所
在
地

新
宿
区
歌
舞
伎
町
二
丁
目
四
十
四
番
一
号　

公
益

財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会
内

二　

委
託
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

三　

委
託
施
設

日
比
谷
公
園
の
大
音
楽
堂

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
十
三
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
十
四
条
に
規
定
す
る
都
市
公
園
を
占
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
占

用
料
の
う
ち
、
同
条
例
別
表
第
四
に
規
定
す
る
写
真
撮
影
の
た
め
の
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第
三
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
信
号
通
信
工
事
区
」
を

「
信
号
通
信
工
事
区

設
備
改
良
工
事
区
長

設
備
改
良
工
事
助
役

設
備
改
良
工
事
助
役
補

設
備
改
良
工
事
区

」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
設
備
改
良
工
事
区
長
）

第
五
十
六
条
の
二　

設
備
改
良
工
事
区
長
は
、
電
気
総
合
管
理
所
長

の
命
を
受
け
、
所
属
係
員
を
指
揮
監
督
し
て
、
設
備
改
良
工
事
区

に
関
す
る
業
務
を
処
理
し
、
電
気
総
合
管
理
所
長
が
不
在
の
と
き

は
、
そ
の
関
係
職
務
を
代
行
す
る
。

（
設
備
改
良
工
事
助
役
）

第
五
十
六
条
の
三　

設
備
改
良
工
事
助
役
は
、
設
備
改
良
工
事
区
長

の
指
揮
を
受
け
、
こ
れ
を
補
佐
し
て
所
属
係
員
を
指
導
し
、
設
備

改
良
工
事
区
長
が
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
関
係
職
務
を
代
行
す
る
。

（
設
備
改
良
工
事
助
役
補
）

第
五
十
六
条
の
四　

設
備
改
良
工
事
助
役
補
は
、
設
備
改
良
工
事
区

長
の
指
揮
を
受
け
、
設
備
改
良
工
事
区
の
指
導
に
従
事
し
、
設
備

改
良
工
事
助
役
を
補
佐
す
る
。

（
設
備
改
良
工
事
区
）

第
五
十
六
条
の
五　

設
備
改
良
工
事
区
は
、
設
備
改
良
工
事
区
長
の

指
揮
を
受
け
、
電
気
関
係
施
設
の
大
規
模
改
良
工
事
の
設
計
及
び

施
工
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

地
下
高
速
電
車
係
員
職
制
及
び
指
令
系
統
車
両
電
気
部
長
の
項
を

次
の
と
お
り
改
め
る
。
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附　

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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